
【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部 

        道路整備保全課長 井内
い う ち

 彰
あき

宏
ひろ

  電話 0143-25-7047(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

        道 路 計 画 課 長 仁平
に ひ ら

 陽一郎
よういちろう

 電話 0143-25-7046(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

室蘭開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/mr/ 

      国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部 

               道路整備保全課長 村上
むらかみ

 勇一
ゆういち

  電話 0155-24-4104(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)            

        道 路 計 画 課 長 小林
こばやし

   将
まさる

   電話 0155-24-4106(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

帯広開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/ 

 

 

                

 

 

 

 

報 道 機 関 各 位 

 

国道３３６号「異常気象時の通行規制区間」について 

～「規制基準（雨量）」を一部緩和します～ 

 

 

 

 

 

                       記 

 

令和３年４月２８日（水）０時から、下記区間において「規制基準（雨量）」を一部緩和します。 

 

１ 区     間   国道３３６号「えりも町目黒
めぐろ

～広尾町音調津
おしらべつ

（L=11.6㎞）」 

２ 規制基準（雨量）  連続雨量を８０mmから１５０mmに緩和します。 

３ そ  の  他   詳細は別紙を御覧ください。 

 

 

 

令 和 ３ 年 ４ 月 ２ ６ 日 

室蘭開発建設部 広報官 

帯広開発建設部 広報官 

 室蘭開発建設部及び帯広開発建設部では、国道３３６号「えりも町目黒
めぐろ

～広尾町音調津
おしらべつ

」

における「異常気象時の通行規制区間」について、令和３年４月２８日（水）０時から、 

「規制基準（雨量）」を一部緩和しますので、お知らせします。 



国道 336 号の『異常気象時の通行規制区間』について 

～規制基準（雨量）を一部緩和します～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○規制基準（雨量）の見直しに至る経緯 
当該通行規制区間において、平成２８年度までに防災対策工事を完了しておりますが、その後、今回  

 新たな基準とする連続雨量１５０mm を超過する雨量経験を経て、学識経験者を含む委員会の評価・ 

 見解をいただき、規制基準（雨量）を緩和することとしました。 

 

○規制緩和の効果 
平成 28 年度から令和２年度までの５年間で比較すると、通行止めの回数は約８割減少することが

見込まれます。（参考：過去５年間の通行止め回数は２４回、そのうち連続雨量 150mm を超えた回

数は４回） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

○通行止め情報について 
『北海道地区道路情報（https://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp）』HP でご確認いただけます。また、

『メール配信サービス』に登録いただくと、国道の通行止め情報がメールで届きますので、是非ご利用

ください。（市町村や峠を選択・登録することで、必要な情報のみ受信できます）。このほか SNS

（Twitter）でも情報提供しておりますので、ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

ＳＮＳ（Twitter） 
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（L=8.0km） 

規制基準（雨量） 

連続雨量 100mm 
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規制基準 

パトロール等により気象や現地の
状況等から判断し落石、波浪、
雪崩のおそれがある場合 

事前通行規制区間⑬ 

広尾町音調津
お し ら べ つ

～ツチウシ 

(L=6.5km) 

規制基準（雨量） 
連続雨量 120mm 

今回、規制基準を緩和する区間 

別紙 

○概要 

えりも町と広尾町を結ぶ国道 336 号えりも町目黒
め ぐ ろ

～広尾町音調津
お し ら べ つ

（延長 L＝11.6 ㎞）

は、大雨による異常気象時に法面からの落石や土砂災害等のおそれがあるため、規制基準

（雨量）に達した場合に通行規制を実施していますが、防災対策工事等が完了したことに

より、令和３年４月２８日（水）０時から、規制基準（雨量）を連続雨量 ８０㎜から１５

０㎜に緩和します。 

上目黒 

庶野 

規制基準緩和箇所 

図１ 位置図 

図２ 位置図（拡大図） 

えりも町目黒
め ぐ ろ

 

広尾町音調津
お し ら べ つ

 

規制基準（雨量） 
 

連続雨量 80mm 
↓ 
150mm L
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北海道地区道路情報 メール配信サービス 

こちらから 

事前通行規制区間⑫ 


